
6月24日、政府は、新しい成長戦略と「経済財政運営と改革の基本方針（骨太の方針）」を閣議 
決定しました。また、政府税制調査会も、6月27日に法人税改革に関する報告書である「法人税
の改革について」（以下、「報告書」）を承認して、今後の法人税改革にかかる提言を取りまとめま
した。

安倍首相の「三本の矢」の一つである「成長戦略」は、骨太の方針で示された法人税改革や「岩盤
規制」の改革によって、いよいよ本格的な実行段階に入ります。政府は、数年で法人実効税率を
現在の約35%から20%台まで引き下げる方針を明らかにしました。引下げは、来年度から開始さ
れます。

直後に公表された政府税制調査会の報告書においては、法人税改革の趣旨や具体的な改革 
事項が提言されています。日本の立地競争力を高め、我が国企業の競争力を強化するためには、 
法人税率を引き下げる必要があることが強調されています。課税ベースを拡大し、税率を引き下
げることで、法人課税を“広く薄く”負担を求める構造に変えていくことにも言及されています。 
また、改革にあたっては、財政再建との両立を考慮するものの、他の税目も含めて必ずしも税収
中立である必要はないとしています。

政府税制調査会が提言した具体的な改革事項は、減税（法人実効税率の引下げ）に伴う代替財源 
の確保策を示すものです。報告書では、法人実効税率の引下げが恒久減税である以上、恒久 
財源を用意することは鉄則であるとされています。具体的な改革事項としては、以下の項目等が
挙げられています。

• 租税特別措置の見直し（研究開発税制も含む）
• 欠損金の繰越控除制度の見直し（繰越期間の延長と控除上限額の見直し）
• 受取配当等の益金不算入制度の見直し（適用要件の見直し）
• 減価償却制度の見直し（定額法への一本化）
• 地方税の損金算入の見直し
• 中小法人課税の見直し（軽減税率の見直し）
• 公益法人課税の見直し
• 地方法人課税の見直し（法人事業税における外形標準課税の見直し）

また、法人税改革と併せて検討すべき事項としては、OECDのBEPSプロジェクトを踏まえた国際
課税の見直しや、給与所得控除の検討、などが挙げられています。

これらの項目については、年末に向けた来年度税制改正論議の中で、その導入・実施が検討され
ます。
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